
　

【表紙】  

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年８月10日

【会社名】 日本アジアグループ株式会社

【英訳名】 Japan Asia Group Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長　山下　哲生

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号

【電話番号】 03(4476)8000(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 渕 田 隆 記

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号

【電話番号】 03(4476)8000(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 渕 田 隆 記

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当　274,137,600円

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

当社は、平成30年８月10日付で四半期報告書を提出したことに伴い、平成30年８月９日付で提出した有価証券届出

書について、当該四半期報告書を組込情報に追加するために、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま

す。

　

２ 【訂正事項】

第四部　組込情報

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は下線で示しております。

　

第四部 【組込情報】

(訂正前)

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
(第31期)

　自　平成29年４月１日
　至　平成30年３月31日

平成30年６月26日
関東財務局長に提出

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(ＥＤＩＮＥＴ)を使用して提

出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)

Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

　

(訂正後)

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
(第31期)

　自　平成29年４月１日
　至　平成30年３月31日

平成30年６月26日
関東財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

(第32期第１四半期)
　自　平成30年４月１日
　至　平成30年６月30日

平成30年８月10日
関東財務局長に提出

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(ＥＤＩＮＥＴ)を使用して提

出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)

Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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